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この冊子は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に
定められた環境物品の基準に適合する再生紙を使用しています。 環境に配慮した植物油インキを使用しています。
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（注）本誌の計数について
1. 単位未満の計数

件数及び金額の単位未満は切り捨てています。
また、比率(%)は原則として表示前桁を四捨五入しています。したがって、合計欄の計数は、内訳を集計した計数と
一致しないものがあります。

2. 表示方法
単位に満たない場合は「0」と、該当数字のない場合は「―」と表示しています。
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ごあいさつ

株式会社日本政策金融公庫
農林水産事業本部長　髙橋　洋

2農林水産事業のご案内2015●

　日本政策金融公庫（日本公庫）農林水産事業に対する

皆さまの日頃のご理解とご協力に心からお礼申し上げます。

　日本公庫農林水産事業は、国の施策に沿って、農林

水産業・食品産業に携わる皆さまの経営発展の支援

や自然災害の影響などに対するセーフティネット機能

の発揮のため、長期の融資を行うとともに、多様な

経営支援サービスの提供や民間金融機関のサポート

に取り組んでおります。

　昨年度は、新規就農者を支援する青年等就農資金の

取扱いや、「投資事業有限責任組合（いわゆるLPS）」を

通じた農業法人に対する出資業務を開始するととも

に、引き続き地域農業の未来の設計図「人・農地プラン」

における中心経営体への的確な融資、東日本大震災

からの復興支援、そして大雨・大雪などの自然災害

や米価変動などの経営環境変化により影響を受けられた

お客さまの経営の安定などに尽力してまいりました。

　現在、農林水産業の競争力強化に向けて、新たな政

策が展開されており、当事業も農業における法人経営、

大規模家族経営など地域の中心経営体の発展、新規就

農者などの育成、企業の農業参入とともに、林業・

水産業の生産体制強化や構造改革、農林水産物の

付加価値を高める６次産業化や海外における需要拡大

をにらんだ輸出といった取組みを、融資などを通じて

推進してまいります。

　また、東日本大震災により被災された皆さまの事業

の継続や復興を引き続き支援するとともに、自然

災害や家畜伝染病、急激な経営環境の変化の影響

を受けられた方々に対し、セーフティネット機能

を発揮してまいります。

　さらに、資金面のほか、多様化する地域のニーズ

やお客さまの経営課題にお応えするため、農業・

林業・水産業の経営アドバイザーによる相談対応

や農林水産物などの輸出のサポートなど、きめ細かい

経営支援サービスを提供してまいります。販路開拓

支援として実施してまいりました国産農産物の展示

商談会「アグリフードEXPO東京」は第10回の節目を

迎えますので、記念イベントとして規模を拡大して

開催します。

　私どもは、この「農林水産業の新たな展開」への

支援に当たり、これからも「現場本位」をモットーに、

農林水産業・食品産業に携わる皆さまの未来をとも

に考え、関係機関の皆さまとの連携を密にしながら、

農林水産業・食品産業の成長と発展に貢献できる

よう努めてまいりますので、さらなるご理解、ご協力

を賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。
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日本政策金融公庫の概要

◦名　　　称： 株式会社日本政策金融公庫（略称：「日本公庫」）
◦設立年月日： 平成20年10月1日
◦根　拠　法： 株式会社日本政策金融公庫法
◦本　　　店： 東京都千代田区大手町1-9-4

大手町フィナンシャルシティ ノースタワー
◦総　　　裁： 細川　興一
◦資 本 金 等： 資本金 3兆8,550億円

資本準備金 1兆9,657億円
◦支　店　等： 国内 152支店

海外駐在員事務所 2カ所
◦職　員　数： 7,364人（平成27年度予算定員）

◦総融資残高 20兆  685億円
　国民生活事業 7兆1,261億円
　農林水産事業 2兆6,429億円
　中小企業事業 6兆1,819億円（融資業務）
　危機対応円滑化業務 4兆  356億円
　特定事業等促進円滑化業務 818億円

（億円）

平成20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
0

30,000

60,000

90,000

120,000

総融資実績

57,566 52,85360,17561,419

103,362

54,211 47,257

危機対応等円滑化業務
●主務大臣が認定する内外の金融秩序の混乱、大規模災害等の危機発生時に
　おいて、指定金融機関に対し、一定の信用供与を行う業務
●低炭素投資促進法に基づき、指定金融機関に対し貸付けを行う業務
●産業競争力強化法に基づき、指定金融機関に対し貸付けを行う業務

 

シナジー効果
地域経済の活性化支援
お客さまの成長の支援
中小企業のグローバル化支援

中小企業事業
中小企業者向け業務

業務内容

 ●中小企業への長期事業資金の融資 
●イノベーション支援・

海外展開支援・再生支援
●信用保証協会が行う中小企業・

小規模事業者の借入等に係る債務の
保証についての保険の引受け等

国民生活事業
国民一般向け業務

●小口の事業資金融資
●創業支援・地域活性化支援

●国の教育ローン、恩給・共済年金
等を担保とする融資

業務内容

農林水産事業
農林水産業者向け業務

業務内容

 ●担い手を育て支える農林水産業者向け融資
●食の安全の確保、農食連携を支える

食品産業向け融資
●コンサルティングやビジネスマッチング

等の経営支援サービス
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日本政策金融公庫のプロフィール（平成27年3月31日現在） 基本理念

　国の政策の下、民間金融機関の補完を旨としつつ、社会の
ニーズに対応して、種々の手法により、政策金融を機動的
に実施する。

　高度なガバナンスを求め、透明性の高い効率的な事業運営
に努めるとともに、国民に対する説明責任を果たす。
　さらに、継続的な自己改革に取組む自律的な組織を
目指す。

●政策金融の的確な実施

●ガバナンスの重視

日本政策金融公庫の主な業務

日本政策金融公庫は、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫を前身とする政策金融機関です。
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農林水産事業の概要　主な業務の内容

融資実績（平成26年度）

林業
264億円

農業
2,636億円

漁業
173億円

食品産業
595億円

金額
3,669億円

返済期間別の融資状況（平成26年度）

20年超
12.3％

5年以下
19.5％

5年～ 10年
17.5％

10年～ 15年
34.0％

15年～ 20年
16.6％

平均期間：13.1年
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　農林漁業には、「天候などの影響を受けやすく収益が不
安定」「投資回収に長期間を要する」といった特性があり、こ
れらを考慮した長期の資金を供給しています。また、国産
農林水産物の安定供給、付加価値向上に寄与する食品産業
を支援しています。

　農林漁業や食品産業の皆さまの経営をサポートするために、多様なサービスを提供しています。

　業界動向や農業信用リスク評価などに関する情報（A
ア ク リ ス

CRIS）の提供及び出資・証券化支援業務を通じて、民間金融機関が
積極的に農林漁業分野の出融資に参入できるよう環境を整備しています。

農林漁業の特性を考慮した長期の融資

多様な経営支援サービスの提供

農林漁業分野における民間金融サポートの推進

　農林水産事業は、農林漁業や食品産業の皆さまに対し、
11,852件（対前年度比95.0％）、3,669億円（同110.6％）
を融資しました。業種別では、農業資金2,636億円、林業
資金264億円、漁業資金173億円、食品産業資金595億円
となりました。

　農林水産事業を設置する全国48支店や、事業資金相談
ダイヤルのほか、全国123ヵ所に設置した定期相談窓口で、
より身近にご相談を承っています。

　農林水産物の生産から加工・販売までを広くサポートして
いる特性を生かして、国産農産物の展示商談会「アグリフー
ドEXPO」や「日本政策金融公庫インターネットビジネスマッ
チング」により、農林漁業者と食品製造・流通業者の皆さま
の販路や取引の拡大に向けた取組みを支援しています。

　情報誌「AFCフォーラム」「アグリ・フードサポート」や「農
業景況調査」「食品産業動向調査」といった各種レポート、プ
レスリリースやホームページ、メール配信サービスを通じて、
お客さまや関係機関の皆さまにとって役立つ情報を提供し
ています。

●平成26年度融資実績

●事業資金相談ダイヤル、定期相談窓口の設置

　農業・林業・水産業各分野の経営アドバイザーが経営全
般に関するさまざまなご相談にお応えしています。
　また、業務協力関係にある民間金融機関や外部の専門機
関［日本プロ農業総合支援機構（J-PAO）、日本貿易振興機構

（JETRO）ほか］と連携し、お客さまが抱える課題に対応し
ています。

● 農・林・水産業経営アドバイザー、 
外部ネットワークとの連携による経営支援

●ビジネスマッチング支援

●情報提供
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金額
2,636億円 農業経営基盤強化資金

（スーパー L資金）
1,882億円

うち担い手育成農地集積資金
60億円

その他
61億円

農林漁業セーフティネット資金
168億円

農林漁業施設資金
404億円

うち農業基盤整備資金
60億円

土地改良事業関係
120億円

融資実績（平成26年度）

「本当にやりたいこと」を追求する女性の新規就農を支援
　Aさんは、子どものころから植物を育てることが好きで、ベ
ランダ菜園など趣味の世界で野菜づくりを楽しんでいました。
旅行業界で長らく働いていましたが、親の介護などもあり、
会社勤めとの両立が難しくなったことや、「生涯をかけて本当
にやりたいことをしたい」という想いから、平成23年、40歳
の時に、農業の世界に飛び込みました。
　そこでまず、就農の準備として、市が運営する農業塾や農業
大学校などで農産物生産の実践研修を積むとともに、農業経営
の基礎知識を習得しました。平成24年には農地37アールを確
保し、露地野菜（キャベツ、 ハクサイ、 ダイコン、キュウリ、ズッ

キーニ、ソラマメ、チンゲンサイなど）の生産を開始しました。
　また、地元の生産者グループや農林水産省の農業女子プロ
ジェクトなど、さまざまな仲間との交流を通じて、生産技術の
蓄積や販路の確保なども進め、平成26年10月に認定新規就
農者として市から認定を受けました。
　農林水産事業は、Aさんの生産技術の習得状況や、農業経
営への意欲の高さなどから計画達成の見通しが高いことを評
価し、平成26年度に取扱いを開始した青年等就農資金によって、
ビニールハウスの建設やトラクターなどの農業用機械取得に
必要な設備資金を融資しました。

畑の様子

収穫したハクサイ

農業分野
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「食料・農業・農村基本法及び基本計画」の政策展開に沿った資金供給を通じ、
農業者の皆さまの意欲と創意工夫を生かす経営改善の取組みを積極的に支援しています。
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畜産 28.8%

その他 0.2%

露地野菜 10.7%

施設野菜
12.9%

畑作 7.1%

果樹 4.5%

その他耕種
7.0%

酪農12.8%

肉用牛 9.5%

その他畜産
6.6% 耕種

70.9%
稲作 28.7%

6,406先

農業経営改善関係資金（注）の営農類型別融資先数の割合（平成26年度）

（注）スーパーＬ資金、農業改良資金、経営体育成強化資金、青年等就農資金の融資先の合計。

新規就農者、農業参入者への融資実績

25年度平成24年度 26年度

（億円）

138先 154先

36

40

80

120

200

160

0
29

451先

284先

117

27

６次産業化に取り組む方への融資実績（農業）

（億円）
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401
156
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692
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42

うち「青年等就農資金」
融資金額

うち「青年等就農資金」
融資先数

返済期間別の融資状況（平成26年度・農業）

20年～25年
8.8％

5年以下
26.4％

5年～ 10年
21.2％

10年～ 15年
20.0％

15年～ 20年
16.2％

25年～30年
7.5％

平均期間：12.6年

244

農林漁業セーフティネット資金（農業）及び震災関連融資の実績の推移

24年度 25年度 26年度 24年度 25年度 26年度

（億円）

1,377先

1,836先

261

357

（億円）
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800

農林漁業セーフティネット資金（農業） 震災関連融資（農業）

212

246

458

167

221

389

74

うち、配合
飼料高騰対
策特例融資 244

137

221

359

うち、米価
変動対策特
例融資

1,310先

168

18
27

平成23年度

419

281

701

平成23年度

2,087先

386

設備資金 運転資金

スーパー L資金融資実績

25年度 26年度

（億円）

4,454先

6,420先

1,513

0

3,000

平成24年度

1,097

6,028先

1,882

500

1,000

1,500

2,000

2,500 融資先数

新規就農者、農業参入者への融資実績

25年度平成24年度 26年度

（億円）

138先 154先

36

40

80

120

200

160

0
29

451先

284先

117

27

６次産業化に取り組む方への融資実績（農業）

（億円）
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800
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0
平成24年度 25年度

耕種 畜産 その他
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42

うち「青年等就農資金」
融資金額

うち「青年等就農資金」
融資先数
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　稲作や園芸、畜産などの法人経営や大規模家族経営、新規就農者、農業への参入企業など、地域の多様な担い手農業者
が取り組む規模拡大やコスト削減、6次産業化（農林漁業者が生産物の高付加価値化のため、一体的に取り組む加工・販売
事業など）といった経営改善を、スーパーＬ資金をはじめとする長期融資で後押ししています。

　地震、台風といった自然災害や家畜伝染病、農産物の価格下落、飼料価格の高騰などの影響により、一時的に経営が悪化し
た農業者の皆さまに長期運転資金をはじめとする融資を通じた機動的な支援を行い、セーフティネット機能を発揮しています。
　平成26年度は、米価変動対策として平成26年11月に特例融資（１年間実質無利子）が措置され、影響を受けた皆さまを支
援しました。
　東日本大震災で被災した農業者の皆さまに対しては、設備資金を中心に復興の取組みを支援しました。

農業の担い手を長期資金の融資により支援しています

災害や経営環境の変化に対応したセーフティネット機能を発揮しています
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林業分野

融資実績（平成26年度）

金額
264億円

その他
1億円

農林漁業施設資金
150億円

うち林業基盤整備資金
109億円

造林関係
112億円

うち森林整備活性化資金
3億円

国産材の利用拡大に向けた取組みを行政と一体となって支援
　住宅メーカーのBグループでは、戸建て住宅の建築材に輸
入材を主に使用していましたが、国産材住宅のニーズの高ま
りを受け、国産材の使用比率を高めることを志向していまし
た。一方、C県では県内に大規模な製材工場がなく、県産材
の大半が県外へ流出していたことから、県内に大型の木材加
工施設を誘致する計画がありました。BグループとC県の狙い
が合致し、Bグループの製材子会社は、C県近隣の製材会社や
C県森林組合連合会などと製材会社D社を新設。C県の補助金
を受けるなど行政支援の下、大型の製材工場をC県に建設す

ることになりました。
　D社は必要となる原木（国産材）の全量を、出資者であるC県
森林組合連合会から仕入れて製材を行うとともに、工場で生
産した建築材を全てBグループ内の住宅メーカー各社に供給
することとなり、原木の調達から製品の出荷まで安定的に国
産材を利用できる体制を整備しました。
　農林水産事業は、D社の工場建設に農林漁業施設資金（主務
大臣指定施設）を融資した他、全体構想や新設法人の立ち上げ
に関するアドバイスを行いました。

日本公庫農林水産事業

原木 製品

C県森林組合連合会 製材会社D社 Bグループ内各社

県産材を
安定的に供給

消費者のニーズに対応した
国産材住宅に使用する建築材
を安定的に生産・供給

工場建設に融資・支援

戸建て住宅の建築材の一部を
輸入材から国産材に置き換え
（国産材の利用拡大）

7 ●農林水産事業のご案内2015

「森林・林業基本法」の政策展開に沿った資金供給を通じ、
多面的機能を有する森林や国産材の供給・加工体制の整備を積極的に支援しています。



融
資
の
状
況
と
特
徴

木質バイオマス発電

チップ化

林地残材・木くずCO2吸収

グリーン
エネルギー

（注 1）人工林面積が不明の場合は、融資先の保有山林面積に全国の人工林比率（林野庁）を乗じて推計。
（注 2）日本学術会議「地球環境・人間生活にかかわる農業及び森林の多面的な機能の評価に関する評価について」、国土交通省「自動車輸送統計」、環境省「地球温暖化対策

の推進に関する法律施行令で定める排出係数一覧」、日本自動車工業会「環境レポート 2014」。

返済期間別の融資状況（平成26年度・林業（注））

20年以下
4.8％

50年超
1.6％

30年～ 40年
46.0％

40年～ 50年
38.4％

平均期間：41.5年

（注） 林業基盤整備資金のうち造林資金を集計。

20年～ 30年
9.3％

CO2吸収　528万㌧/年 土砂流出防止　3.0億㎥/年 水資源貯留　100億㎥/年
自動車 黒部ダム

2.0兆円

金額換算

約295万台分の年間排出量 約247個分の流出防止効果 約50個分の貯留効果

東京ドーム

8農林水産事業のご案内2015●

　森林の育成には一般的に50年ほど必要で資本回収が超
長期となることから、林業経営では民間金融機関からの資
金調達が困難な場合や、調達した資金の返済期間が伐採ま
での期間とミスマッチとなっている場合があります。その
ため、農林水産事業は伐採までに必要な超長期の資金を供
給し、林業経営を支援しています。

　木質バイオマス資源は地球温暖化防止につながるエネルギー源で、国の森林・林業施策においても、その利用拡大が重
要になっています。
　農林水産事業では、林地残材や製材端材などを活用した発電施設の建設や、木くず焚きボイラーの導入などに対して融
資を行い、木質バイオマス資源の利用拡大を支援しています。

　森林は適切に管理されることにより、水資源かん養や土砂流出防止、二酸化炭素吸収などの多面的機能を発揮しています。
　平成26年度末における林業資金の融資先が保有する人工林136万㌶（注1）について、多面的機能を過去の研究事例（注2）か
ら部分的に試算したところ、次のように推計されました。

民間金融機関からの資金調達が困難な林業者の皆さまへの融資を担っています

木質バイオマス資源の利用拡大を支援しています

地球温暖化など環境保全にも貢献しています



融
資
の
状
況
と
特
徴

漁業分野

東日本大震災で被災した卸売市場の施設復旧を支援
　E漁業協同組合は、全国でも有数の魚介類水揚げ実績を誇り、
多様な魚種を扱う卸売市場を運営しています。主に生鮮マグ
ロを扱う卸売市場の一部は建設から40年以上が経過し、老朽
化していたため建替えを検討していましたが、東日本大震災
により、天井の一部が落下するなどの被害を受け、即座に閉
鎖せざるを得なくなりました。
　しかし、漁業者の安定的な水揚げを確保し、消費者に新鮮

で安全な魚を提供するべく復旧を急ぐ必要があったため、風
雨や鳥類などの進入を阻み、最新鋭の漁獲物搬入機能を有す
る高度衛生管理型市場の建設を計画しました。
　農林水産事業は、計画の構想段階から相談を受け、E漁業
協同組合の卸売市場建設に農林漁業施設資金（共同利用施設）
を融資。施設の復旧とともに地域のブランド化への取組みを
支援しました。

融資実績（平成26年度）

金額
173億円

漁業基盤整備資金
1億円

農林漁業セーフティネット資金
24億円

農林漁業施設資金
16億円

漁船資金
8億円

漁業経営改善支援資金
122億円

日本公庫農林水産事業
卸売市場建設資金を融資

E漁業協同組合
卸売市場建設

スーパー、
飲食店など 消費者漁業者

漁業者

漁業者

水揚げ

9 ●農林水産事業のご案内2015

「水産基本法」の政策展開に沿った資金供給を通じ、
水産物の安定供給や水産資源の持続的利用を確保するための取組みを積極的に支援しています。



融
資
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と
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全国の海面漁業漁獲量（注1）

海面漁業全体 うち遠洋・沖合漁業

（万㌧）
うち 公庫融資先の漁獲量（注2）

100

200

300

400

0

373

９８
（26%）

96
（3７%）

264

（注1） 平成 26 年漁業・養殖業生産統計
（注 2） 平成 26 年に決算期日を迎えた経営体

が保有する漁船の船別漁獲量を決算
データより集計。
グループ企業なども含まれ、漁獲デー
タの報告がない場合もあるため、参
考値である。

（注） 国は平成19年度から、漁業者及び地域が一体となって、漁獲から製品・出荷に
至る生産体制を改革して収益性の向上を図る「漁業構造改革推進集中プロジェクト

（Gプロ）」を立ち上げています。農林水産事業は漁船の建造・取得資金の融資に
とどまらず、漁船漁業の収益性向上に結びつく地域関係者の共同取組み（地域プ
ロジェクト）のメンバーとして参画するなど、積極的に関与しています。

漁船関係資金融資実績の推移

（億円）

平成22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

68

31

107 106

39

21

167

106

131

84

18

122

8 212

63

75

0

20
40
60
80
100
120
140
160
180

漁船資金漁業経営改善支援資金

農林漁業施設資金
（共同利用施設）

8

17

135

162

農林漁業セーフティネット資金（漁業）及び震災関連融資の実績の推移

平成23年度 24年度 25年度 26年度 平成23年度 24年度 25年度 26年度

（億円）

30 24

309先254先

1,468先

140

50

100

150

200

250

0

（億円）

50

100

150

200

250

0

農林漁業セーフティネット資金（漁業） 震災関連融資（漁業）

設備資金

その他

長期
運転資金

136

63

199

44

9917
68先 35

71

14
57

10農林水産事業のご案内2015●

　漁業経営改善支援資金は、漁業の担い手の経営改善を総合的に支援する融資制度です。平成19年度以降、「Gプロ」（注）へ
の積極的な参画により、融資額は堅調に推移しています。
　平成26年度は、大型漁船の建造に積極的に対応し、漁船関係資金の融資が131億円となりました。

　津波、赤潮などの自然災害や水産物の価格下落、燃油の高騰などの影響により一時的に経営が悪化した漁業者の皆さまに、
長期運転資金をはじめとする融資を通じた機動的な支援を行い、セーフティネット機能を発揮しています。
　また、東日本大震災で被災した漁業者の皆さまに対しては、設備資金を中心に支援しました。平成26年度は、有明海に
おいて発生した赤潮の被害を受けた養殖漁業者の皆さまの復旧を支援しました。

　農林水産事業の資金を利用した漁業者の平成26年にお
ける漁獲量は約98万㌧（養殖を除く）と推計されます。これ
は、国内の海面漁業漁獲量373万㌧に対して26%に相当し
ます。
　特に、遠洋・沖合漁業に限ってみた場合、国内漁獲量の
37%に相当し、国内の漁業生産に大きな役割を果たしてい
ます。

漁業の担い手を支援しています

災害や経営環境の変化に対応したセーフティネット機能を発揮しています

国内の漁業生産を支えています



融
資
の
状
況
と
特
徴

食品産業分野

乳製品工場の衛生管理のための施設整備を支援
　地元酪農家から集めた新鮮な生乳を使用し、独自ブランド
の牛乳やヨーグルトなどを製造販売しているF社は、消費者の
食の安全に対する関心の高まりを背景に、自社工場の衛生管
理を一層向上させ、製品の安全性を高める必要があると考え
ていました。
　そこでF社は「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時
措置法（通称：HACCP支援法）」に新たに措置された高度化基
盤整備計画(注)を策定し、指定認定機関である公益財団法人日
本乳業技術協会から認定を受けました。

　農林水産事業では、食品の安全性の向上が図られる点と、
原料となる生乳を地元酪農家から安定調達することで地域農
業の振興に寄与する点を評価し、工場の改修と内部設備を整
備するための資金について、食品産業品質管理高度化促進資
金（HACCP資金）を融資しました。

酪農家

原料の
国産生乳

乳製品
（牛乳、ヨーグルトなど）

スーパー、
学校給食業者、
生協など

消費者

HACCP支援法に基づく
指定認定機関

（日本乳業技術協会）
高度化基盤整備計画の認定

日本公庫農林水産事業
HACCP資金の融資

F社
乳製品工場の改修など

（注） 高度化基盤整備とは、HACCPを導入する土台になる一般的衛生管理（手洗い
や施設の洗浄・殺菌設備など）や消費者の信頼を確保するための取組みなど、
HACCP導入の前段階の体制や施設の整備をいいます。高度化基盤整備計画
の指定認定機関には、食品の種類ごとに現在23の機関が指定されています。

融資実績（平成26年度）

金額
595億円

特定農産加工資金
138億円

中山間地域活性化資金
144億円

その他2億円

食品流通改善資金
197億円

食品産業品質管理高度化促進資金
（HACCP資金）
13億円

塩業資金
15億円

水産加工資金
84億円

11●農林水産事業のご案内2015

国産農林水産物を取り扱う食品製造・流通分野への資金供給を通じ、
原材料の安定供給と付加価値向上を図るための取組みを積極的に支援しています。
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と
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水産加工資金融資実績の推移

平成23年度 24年度 26年度

（億円）

0

30

60

90

19

62
36

47

84

19

81

25年度

30

21

51

22

42

震災関連
融資

震災関連
融資以外

12農林水産事業のご案内2015●

　食品産業向け融資は、国産の農林水産物を原材料として使用又は商品として取り扱うことを要件としており、国産農林水
産物の利用の促進につながっています。平成26年度の融資による効果を試算したところ、今後5年間で国産農林水産物の
取引量が約9.9万㌧増加すると推計されます。
　中でも、中山間地域活性化資金、食品流通改善資金（食品生産製造提携事業施設、食品生産販売提携事業施設）は、国産
農林水産物の取引量増加を融資の要件としており、農林漁業と食品産業の連携促進に貢献しています。

　平成26年度の食品産業向け融資の対象となった事業拡大
（工場の新設、多角化）に伴い、融資先企業では新たに1,537
人の雇用が創出されると推計されます。

　東日本大震災では、東北地方を中心に多くの水産加工施
設が大きな被害を受けました。農林水産事業は、被災した
水産加工業者の皆さまに対して、実質無利子化をはじめと
する特例融資制度により、復旧・復興の取組みを支援して
います。
　平成26年度は水産加工業者の皆さまに対する震災関連
融資が36億円となり、本格化した復興のための事業を支援
しました。

国産農林水産物の利用促進に貢献しています

食品産業への融資を通じて雇用の創出に貢献しています

水産加工業の震災復興を支援しています

食品産業向け融資に伴う国産農林水産物取引増加額（平成26年度）

金額
249億円

麦類
0.7億円

鶏卵
12億円

豚肉
3億円

水産物
146億円

生乳
9億円

米
16億円

その他
40億円

平成26年度の食品産
業向け融資に伴う国
産原材料の取引量増
加により、融資先の国
産農林水産物の取引
額 は 今 後 5 年 間 で
249億円増加すると
推計されます（注）。

（注）目標時取引見込総額（単年度分）ー 実績時取引総額（単年度分）。

野菜
18億円

（注）取引量は単位未満を四捨五入しています。

農産物取引量

16.2

20.4

4.2万㌧増加

（万㌧）

融資前 融資後
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

畜産物取引量

40.2
42.3

2.1万㌧増加

（万㌧）

融資前 融資後
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

45.0

40.0

水産物取引量

22.5

26.1

3.7万㌧増加

（万㌧）

融資前 融資後
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

45.0

40.0

食品産業への融資を通じた雇用創出

融資対象事業
実施前雇用者数

融資対象事業
実施後雇用者数

（人）

22,776

24,313

1,537

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000



多様な経営支援サービスの提供　

多
様
な
経
営
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

お客さまとの相談の様子

お
客
さ
ま

農林水産事業を設置する店舗 全国48支店

定期相談窓口 全国123ヵ所

ホームページでのご相談コーナー

事業資金相談ダイヤル 0120 -154505
行 こ う よ！公 庫

アグリフードEXPO 東京会場の様子

EXPO東京2014
（ 平成26.8.20〜21 ）

EXPO大阪2015
（ 平成27.2.19〜20 ）

出展者数 624先（510小間） 476先（344小間）

入場者数 12,698人 14,956人

商談引合件数 7,430件 4,915件

13●農林水産事業のご案内2015

より身近なところで、お客さまのニーズ・課題にマッチした「経営改善のアドバイス」
「ビジネスマッチング」「専門家の紹介」など、さまざまな提案や情報提供を行っています。

　各支店や事業資金相談ダイヤルのほか、地方公共団体の
出先機関など全国123ヵ所に定期相談窓口を設置し、お客
さまのより身近なところでご相談を承っています。

　お客さまに販路開拓や原材料の仕入先確保などのビジネ
スチャンスを広げていただくため、インターネット上で商
談などの情報交換を行うことができるマッチングサイト「日
本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング」を開設
しています。

お客さまの身近なところでご相談を承っています

ビジネスマッチングに取り組んでいます

　平成26年度も全国規模の国産農産物の展示商談会「アグ
リフードEXPO」を東京（平成26年8月）と大阪（平成27年2
月）において開催しました。
　「アグリフードEXPO」は平成18年度から開催しており、
販路拡大を目指す農業者や食品製造業者とバイヤーの間を
つなぐ、ビジネスマッチングの機会を提供するための全国
規模の展示商談会です。
　全国各地から国産農産物にこだわった農業者や食品製造
業者が多数出展し、来場したバイヤーとの間で活発な商談
が行われています。

● 国産農産物の展示商談会 
「アグリフードEXPO」を開催しています

● インターネットでもビジネスマッチングを 
進めています
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トライアル輸出支援事業説明会の様子

農業経営アドバイザー合格者数の推移

平成
17年度

18
年度

19
年度

20
年度

21
年度

22
年度

23
年度

25
年度

24
年度

26
年度

（人）
合格者（累計）

合格者（単年度）
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452474 541503

412111 217
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2,134
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3,127
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1,200

1,800

2,400

3,600

3,000

305
223

1067734

農業経営アドバイザー合格者の内訳（平成27年3月末現在）

民間金融機関等（農協を含む） 1,679人

税理士・中小企業診断士 901人

普及指導員ほか 328人

公庫職員 219人

輸出に取り組む
意向のある
農林漁業者・
食品企業

海外

日本政策金融公庫

貿易会社

①相談・申し込み

③商品の出荷 ④通関・輸出

②事業委託・
　生産者マッチング

⑤売れ行き状況をフィードバック

輸出指定倉庫

トライアル輸出支援事業スキーム図
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　お客さまが抱える販路開拓や財務改善、生産性向上など
多岐にわたる課題に的確に対応し、経営発展を支援するた
め、日本プロ農業総合支援機構（J-PAO）、日本貿易振興機
構（JETRO）などの外部の専門機関と連携しています。
　一例として、J-PAOは幅広い業種の会員と農業者支援の
ノウハウを持っており、お客さまの販売支援や事業化支援
を行っています。JETROは、アグリフードEXPO東京・大
阪で輸出商談会を開催し、海外バイヤーとのマッチングを
後押ししています。
　また、国内外の貿易会社と提携し、初めて農産物などの
輸出に取り組むお客さまを支援する「トライアル輸出支援事
業」（輸出事前準備、輸出手続き、輸出先での販売状況の
フィードバックなど）を行っています。

　「農業の特性を理解している税務、労務、マーケティングなどの専門家によるアドバイスが欲しい」といった多くの農業者
から寄せられる要望に応え、平成17年度に農業経営アドバイザー制度を創設しました。平成27年3月末までに20回の試験
を実施し、農業経営アドバイザー合格者数は全国47都道府県で3,127人となりました。また、より高度な経営課題に対応し、
指導的な役割を担う農業経営上級アドバイザーは、全国で41人が誕生しています。
　平成20年度に創設された林業及び水産業経営アドバイザー制度でも、林業経営アドバイザー35人、水産業経営アドバイ
ザー38人が誕生しています。
　農林水産事業では、農業・林業・水産業の経営アドバイザーとなった職員を活用して、お客さまの経営発展を支援してい
ます。また、税理士や中小企業診断士など公庫職員以外の経営アドバイザーと連携した総合的な経営支援サービスの活動
も行っています。

外部ネットワークと連携し海外展開など高度な経営支援を行っています

農・林・水産業経営アドバイザーによる経営支援を行っています
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　地域の農林水産業の維持発展に不可欠なお客さまの事業再生支援に積極的に取り組んでいます。
　具体的には、メインバンクなどの民間金融機関や外部専門家と連携して、経営改善計画の策定を支援し、計画実行後の経
営相談や経営指導にも継続して取り組んでいます。特に、農業者の事業再生については、自然災害や市況の影響を受けや
すいといった特性を踏まえ、農業経営アドバイザーによる計画策定支援、公庫独自のネットワークを活用したスポンサー探し、
生産技術の専門家によるモニタリングなどを行っています。
　また、東日本大震災で被災されたお客さまの事業再生を進めるため、被災地の産業復興相談センターなどと連携し、迅
速な復旧・復興支援に取り組んでいます。

事業再生支援に取り組んでいます

　情報誌「AFCフォーラム」や各種レポートの発信、プレスリリースやホームページ、メール配信サービスなどを通じて、お
客さまや関係機関の皆さまに役立つ情報を提供しています。

◦AFCフォーラム
　農林漁業や食品産業を取り巻く最新のテーマや全国の
優れた経営事例を紹介するオピニオン誌です。

◦アグリ・フードサポート
　お客さま向けに融資制度の紹介やイベント情報の詳細
をお知らせしています。

◦各種レポート
　担い手農業者の決算動向や景況調査、食品企業の景
況調査、食品に関する消費者の意識や購買行動に関する
調査など専門性の高い情報を取りまとめ、プレスリリー
スやホームページを通じてご紹介しています。

◦最新技術情報（技術の窓）
　国や県の農業試験研究機関で農業技術の発展に貢献し
てきたベテランの専門家による最新の農業経営・技術に
関する情報をホームページを通じてご紹介しています。

お客さまや関係機関の皆さまに役立つ情報を提供しています

新たな融資手法により経営を支援しています

　農業者向け融資に「農業版スコアリングモデル（注1 ）」を活用した審査手法を導入し、融資手続きの迅速化に努めています。
　また、認定農業者向けのスーパーL資金では、500万円までの借り入れ申し込みについて、一定の基準を満たす方には6
営業日以内に無担保・無保証人による融資の可否を回答しています。

　不動産担保に依存しない融資手法として、平成20年度から家畜などを担保にした農林漁業や食品産業におけるABL（動産
担保融資）の普及を推進しています（注2）。平成26年度は肉用牛、養豚、酪農の各分野に対して、合計82件（融資額57億円）の
融資を行いました。
　今後も、ABLの普及に取り組み、お客さまの経営支援を進めていきます。

（注1） 農業経営の特性を考慮し、財務データだけではなく生産に関するデータや定性的な情報を加味し、さらに営農類型ごとの特徴も加えて農林水産事業が独自に開発した個別
農業経営の信用評価を行うシステムです。

（注2）農林水産事業では、畜産・食肉関連業者などと、動産担保の保全や処分などに関する協力体制を構築するためABL協定を締結しています。

● 融資手続きの迅速化に努めています

● 不動産担保に過度に依存しない融資への取組みを進めています
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農林漁業分野における民間金融サポートの推進

筑後地区信用金庫協会との覚書調印式の様子

ACR I S利用による帳票イメージ

基本契約を締結した金融機関数（平成27年3月末現在）
銀行 信用金庫 信用組合 合計

北海道 1 11 1 13
東北 7 4 1 12
関東 2 3 2 7
中部 6 14 2 22
近畿 5 6 0 11
中国 2 5 1 8
四国 5 2 0 7
九州 9 11 1 21
合計 37 56 8 101

（うち融資商品開発） （28） （28） (1) （57）

農業法人（農業生産法人を含む）
出資　　経営支援

投資主体
投資事業有限責任組合（LPS）

又は 株式会社

民間金融機関等

国

日本公庫出資

出資

出資　　（1/2未満）

出
資
認
可

事
業
計
画
承
認

無限責任組合員
（ファンド管理者）

有限責任組合員
（民間金融機関等、日本公庫）
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　農林水産事業では、646の民間金融機関と業務委託契約
を締結しているほか、平成16年4月の鹿児島銀行を皮切り
に、民間金融機関と「業務連携・協力に関する覚書」を締結し、
民間金融機関の農林漁業分野における融資への参入を支
援する取組みを行っています。
　この取組みをベースに、平成26年度からは、6次産業化
や農商工連携など、民間金融機関から連携をより求められ
る分野において連携の実効性を高めるため、民間金融機関
と連携・協調した融資に重点的に取り組んでいます。

　農林水産事業は、民間金融機関による農業分野での融資
推進のため、信用補完への枠組み（証券化支援業務）を構築
し、提供しています（平成20年10月業務開始）。この枠組
みを活用することにより、民間金融機関は、融資額の80%
又は5,000万円を上限として信用リスクを日本公庫に移転
することが可能となっています。
　平成27年3月末時点で、全国101の金融機関が当事業と
基本契約を締結しています。
　このうち57の金融機関で、証券化支援業務による信用補
完を組み込んだ農業者向け融資商品を開発しています。

　農林水産事業は地域農業の担い手となる農業法人の自
己資本の充実を支援するため、農林水産大臣から事業計画
の承認を受け農業法人に投資する投資事業有限責任組合

（LPS）及び株式会社に出資しています。

平成26年度末現在、次のLPS5先、株式会社1先に出資しています。
・北洋農業応援ファンド投資事業有限責任組合
・さんぎん農業法人投資事業有限責任組合
・いよエバーグリーン農業応援ファンド投資事業有限責任組合
・えひめアグリファンド投資事業有限責任組合
・FFG農業法人成長支援投資事業有限責任組合
・アグリビジネス投資育成株式会社

　ACRISは、民間金融機関が積極的に農業融資に参入でき
る環境を整備するため、農林水産事業が開発した農業版ス
コアリングモデルです（会員制有料サービス）。
　当事業では、ACRISを農業金融活性化のツールとして位
置付け、ご利用いただいている金融機関や税理士などの
会員の皆さまと業務の連携を進めています。
　なお、毎年精度の検証を行い、必要に応じて経済情勢な
どを反映したモデルの改良を実施しています。

　リスク評価に関する情報提供や出資・証券化支援業務などを通じて、民間金融機関が積極的に農林漁業分野の
出融資に参入できるよう環境を整備しています。

民間金融機関との連携強化に取り組んでいます

証券化支援業務に取り組んでいます

農業法人への出資支援に取り組んでいます

A
ア ク リ ス

CRIS(農業信用リスク情報サービス)を提供しています



融資制度　事業目的別にみた主な融資制度

融
資
制
度

資金の使いみち 主な融資制度 返済期間（以内） うち元金返済
据置期間（以内）

農
業
融
資

効率的かつ安定的な農業経営を目指す担い手の経営改善

◦農地などの取得 （認定農業者の方）農業経営基盤強化資金 
（略称:スーパーL 資金） 25年 10年

◦ 償還負担を軽減するための農業負債整理資金 
（制度資金は除く）

（農業を営む個人、法人、集落営農組織など）
経営体育成強化資金 25年 3～10年

◦トラクターなどの農機具の取得
◦農舎、温室、畜舎などの施設の整備
◦家畜の購入・育成費、種苗代、施設のリース料など
◦農産物の加工販売など6次産業化のための施設の整備など

（エコファーマー、6次産業化・地産地消法
の認定を受けた方など）農業改良資金 12年 3～5年

◦償還負担を軽減するための農業負債整理資金

◦ 農産物の処理加工、保管貯蔵、直売施設、農家民宿、体
験型観光農園などの整備

◦ 施設の稼働に関連する経費 
農林漁業施設資金（略称:スーパーW資金） 10～25年 3～5年

新たな農業経営の開始

◦トラクターなどの農機具の取得
◦農舎、温室、畜舎などの施設の整備
◦家畜の購入・育成費、種苗代、施設のリース料など
◦農産物の加工販売など6次産業化のための施設の整備

（認定新規就農者の方）
青年等就農資金 12年 5年

事業再生による農業者の再生・整理承継
◦事業の再生に必要な資金 経営体育成強化資金 25年 3年

環境保全への取組み、生産基盤の整備や地域振興

◦家畜排せつ物処理施設の整備
◦バイオマス利活用施設の整備
◦太陽光、地熱利用による発電施設などの整備

畜産経営環境調和推進資金 15～20年 3年

農林漁業施設資金
（環境保全型農業推進、バイオマス利活用施設） 15～20年 3年

◦用水路、排水路、農道の整備
◦ほ場、牧野の整備
◦農業集落排水施設の整備

農業基盤整備資金 25年 10年

担い手育成農地集積資金 25年 10年

セーフティネット機能
◦ 災害や社会的・経済的な環境変化などの影響を受けた場

合の経営の維持安定に必要な資金 農林漁業セーフティネット資金 10年 3年

◦被災した生産設備の復旧 農林漁業施設資金（災害復旧） 15～25年 3～10年
ベンチャーなど新規事業育成

（新技術の導入、経営のシステム化、地域ブランドの確立な
どのための）
◦農産物の生産施設や機械の取得
◦農産物の加工販売施設の整備
◦試験研究施設の整備
◦施設の稼働に関連する経費

農林漁業施設資金（特別振興事業） 10～15年 3年

資本性ローン 18年固定 8年固定

林
業
融
資

適切な森林整備

◦人工植栽、天然林の改良
◦下刈、間伐などの森林の保育管理
◦造林用機械の取得
◦林道、作業道の開設・改良

林業基盤整備資金（造林・林道・利用間伐） 15～55年 3～35年

森林整備活性化資金 30年 20年

林業の担い手の経営改善
◦造林のための土地、林地の取得
◦分収林の取得 林業経営育成資金 20～35年 20～25年

地域資源を活用した山村活性化、国産材の供給・加工体制整備
◦林産物の処理加工施設の整備
◦林産物の流通販売施設の整備
◦素材生産施設・機械の取得
◦森林レクリエーション施設の設置

林業構造改善事業推進資金 20年 3年
農林漁業施設資金 15～20年 3年

中山間地域活性化資金 15～25年 3～8年
セーフティネット機能
◦ 災害や社会的・経済的な環境変化などの影響を受けた場

合の経営の維持安定に必要な資金 農林漁業セーフティネット資金 10年 3年

◦復旧造林、林道の復旧 林業基盤整備資金（災害復旧） 20～55年 3～35年
◦被災した生産設備の復旧 農林漁業施設資金（災害復旧） 15～20年 3年

こんなとき、こんな条件でご利用できます。
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融
資
制
度

資金の使いみち 主な融資制度 返済期間（以内） うち元金返済
据置期間（以内）

漁
業
融
資

漁業の担い手の経営改善
◦漁具、漁船漁業用施設などの整備
◦漁獲物の処理加工施設の整備
◦漁業経営の改善に必要な長期資金
◦養殖用施設・作業船の整備

漁業経営改善支援資金 15年 3年

◦漁船の改造・建造・取得、漁船用機器の設置 漁船資金 5～12年 2年
水産資源の適切な管理と持続的利用への取組み

◦漁場の改良・造成
◦種苗生産施設の設置
◦漁業環境保全のための施設の整備

漁業基盤整備資金（漁場整備） 20年 3年

漁村環境活性化
◦漁港施設の整備
◦漁業集落排水施設などの整備 漁業基盤整備資金（漁港整備） 20年 3年

セーフティネット機能
◦償還負担を軽減するための漁業負債整理資金 漁業経営安定資金 15～20年 3年
◦ 災害や社会的・経済的な環境変化などの影響を受けた場

合の経営の維持安定に必要な資金 農林漁業セーフティネット資金 10年 3年

◦被災した生産設備の復旧 農林漁業施設資金（災害復旧） 15～20年 3年

食
品
産
業
融
資

安全・安心な食品の安定供給への取組み
◦ HACCP導入やその前段階の衛生・品質管理のための施設

の整備など
食品産業品質管理高度化促進資金

（略称:HACCP資金） 15年 3年

◦ 食品残さの再資源化、食品の流通対策、新規事業の育成
に必要な施設の整備

◦米粉の新用途への利用の促進に必要な施設の整備など
食品安定供給施設整備資金 15年 3年

原料産地の農林漁業の振興と「農」と「食」の連携

◦ 中山間地域の農畜水産物を使用した新商品、新技術の研
究開発又は利用のための製造・加工・販売施設の整備

◦需要を開拓するための展示・販売施設の整備
中山間地域活性化資金 15年 3年

◦ 米加工品、乳製品などの新商品製造のための施設の整備
など

◦他の農産加工業への転換のための施設の整備など
◦生産の共同化等の事業提携のための施設の整備など

特定農産加工資金 15年 3年

◦イワシ、サバなどの水産加工施設の整備など 水産加工資金 15年 3年
◦ 米、ミカン、トマト、豚肉、鶏肉などの新たな用途の事業

化のための施設の整備など 新規用途事業等資金 15年 3年

◦飲用牛乳の処理施設の整備
◦乳製品の製造施設の整備
◦牛乳、乳製品の流通合理化のための施設の整備

乳業施設資金 15年 3年

農畜水産物の流通システム整備

◦卸売市場、場内業者施設の整備など
◦ 生産者と食品製造業者が提携して実施する農漁業施設、食

品製造関連施設の整備など
◦ 生産者と食品販売業者が提携して実施する食品流通システ

ムの整備

食品流通改善資金 15～25年 3～5年

1 融資の限度額について
　◦融資対象事業に対し、お客さまが負担する額の30～80%を上限に融資することとしています（一部、例外もあります）。
　◦融資限度額が定められている資金については、その範囲内としています。
2 融資の利率について
　◦ 利率は金利情勢によって変更することもありますが、融資時の利率は返済が終わるまで変わらない固定金利です（資金によっては融資後10年経過するごとに利率を見直す

方法も選択できます。また、林業融資において、融資後20年経過ごとに一律利率を見直す制度があります）。
　◦資金によっては、ご返済期間に応じて異なる利率となります。
　◦なお、最新の金利は日本公庫のホームページ（http://www.jfc.go.jp/）でご覧いただけます。
3 食品産業融資の返済期間について
　◦ 中小企業者に対するものは10年超に限ります（ただし、食品流通改善資金〈食品生産製造提携事業施設、食品生産販売提携事業施設〉における農林漁業者に対するものは除

きます）。
4  ここに掲載した融資制度の一覧は、各資金の主な内容を記載したものです。詳しい内容については、お近くの日本公庫支店（農林水産事業）又は最寄りの業務委託金融機関の

窓口にお尋ねください。

18農林水産事業のご案内2015●
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スーパーW資金の概要

対象となる方 認定農業者が加工、販売事業などを行うために設立した法人（アグリビジネス法人）であって、アグリビジネス強化計画を
作成し特別融資制度推進会議の認定を受けた方

資金の使いみち

アグリビジネス強化計画に基づき実施する次の事業
① 農産物処理加工施設、農産物保管貯蔵施設、農産物直売所施設、滞在型農園施設、農林漁業体験実習館及び農山漁

村ふれあい体験宿泊施設の改良、造成又は取得
②上記①に掲げる施設の改良、造成又は取得に関連して必要となる費用

融資限度額

事業費の80％  ※以下の場合には事業費の90％
女性が代表取締役又は女性が役員の過半数を占める法人、常時従事者が１人以上増加する事業、地域特産物を利用す
る事業、訪日外国人の利用増加のための環境整備を行う事業、経費率を5％以上引き下げる事業、輸出環境を整備する
ための事業

返済期間（以内） 25年（うち据置5年）

　認定農業者が農産物の高付加価値化や経営の多角化に取り組むために設立した子会社（アグリビジネス法人）が加工、販
売事業などを行う場合に利用できるスーパーW資金が、次のとおり拡充されました。

1. 融資対象者であるアグリビジネス法人の構成要件の緩和（複数の認定農業者の組織する法人も対象）
2. 貸付金の使途の拡充（農家民宿や体験型観光施設などを追加）
3. 融資限度額の引き上げ（地域経済の活力維持に資する事業の場合などは90％）
4. 返済期間〈据置期間〉の延長（15年〈3年〉以内→25年〈5年〉以内）

スーパーW資金（農林漁業施設資金）の拡充 ［ 平成27年度条件改定 ］

対象となる方 「人・農地プラン（地域農業マスタープラン）」に地域の中心となる経営体として位置付けられた認定農業者
又は、農地中間管理機構から農用地などを借り受けた認定農業者(注1、2)

対象案件 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に貸付決定した案件
資金の使いみち 農業経営改善計画の目標達成に必要な設備資金、長期運転資金など（注3）

融資限度額 個人：3億円（特認6億円）、法人：10億円（特認20億円）
返済期間（以内） 25年（うち据置10年）
無利子となる期間 貸付当初5年間

（注1）「人・農地プラン」とは、集落・地域が抱える人と農地の問題解決のため
今後の地域の中心となる経営体はどこか　地域の中心となる経営体へどうやって農地を集めるか　地域の中心となる経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方
などについて、集落・地域における話し合い、市町村による検討会を通じて策定されるものです。

（注2）東日本大震災で津波被害のあった6県50市町村においては「経営再開マスタープラン」に地域の中心となる経営体として位置付けられた認定農業者が対象となります。
（注3）経営の安定化（負債整理など）のための資金をご利用いただく場合、国庫補助事業の補助残部分をご融資の対象とする場合は、実質無利子化の対象となりません。

　「人・農地プラン」などに基づき、地域の中心となる経営体として位置付けられた認定農業者などを支援するため、貸し付
け当初5年間の金利負担が実質無利子となる制度が措置されました。

認定農業者に対するスーパーL資金の実質無利子化制度 ［ 平成27年度条件改定 ］

 スーパーL資金の実質無利子化制度の概要

　本制度の根拠となる特定農産加工業経営改善臨時措置法が、平成31年6月30日まで延長されました。また、これに伴い
税制上の特例措置（特別償却、事業所税軽減）が平成28年３月31日まで延長されました。

特定農産加工資金の適用期限の延長 ［ 平成26年度条件改定 ］  

特定農産加工資金の概要

対象となる方

特定農産加工業者等（12業種）：かんきつ果汁製造業、非かんきつ果汁製造業、パインアップル缶詰製造業、こんにゃく粉
製造業、トマト加工品製造業、甘しょでん粉製造業、馬鈴しょでん粉製造業、米加工品製造業、麦加工品製造業、乳製品
製造業、牛肉調製品製造業、豚肉調製品製造業

関連農産加工業者等（12業種）：果実加工食品製造業、こんにゃく製品製造業、甘しょ加工食品製造業、馬鈴しょ加工食品
製造業、米菓製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、めん製造業、パン製造業、ビスケット製造業、冷凍冷蔵食品製造業、
食肉調製品製造業

ただし、中小企業者に限ります。

対象となる事業 次の①～③の事業に必要な施設の取得など及び①の事業に必要となる試験稼働に要する費用など。
① 新商品・新技術の研究開発、利用　② 事業の転換　③ 生産の共同化、合併など

融資限度額 事業費の80％
返済期間 10年超15年以内（うち据置3年以内）
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　新たに、一般社団法人日本パン技術研究所及び公益財団法人日本食肉生産技術開発センターが高度化計画などの認定を
行う指定認定機関となりました。これに伴いパン、牛豚の枝肉、内臓、部分肉製品を製造する事業者の方（と畜場、食肉セ
ンター）も本制度をご利用いただけます。

食品産業品質管理高度化促進資金（HACCP資金）の対象業種の拡大 ［ 平成26年度条件改定 ］

東日本大震災により被災された皆さまへの対応

特例融資の内容 対象資金（注3）

返済期間・据置期間の延長 制度上の返済期間及び据置期間を、それぞれ3年延長 農業改良資金を除く全資金

実質無利子化 利子助成機関からの利子助成により、一定期間（最長18年間
（林業のみ最長15年間））貸付利率を実質無利子化（注4）

【農業】スーパー L 資金、経営体育成強化資金、農業基盤整
備資金

【漁業】漁船資金、漁業経営改善支援資金、漁業経営安定資
金、漁業基盤整備資金

【林業】林業基盤整備資金
【農林漁業共通】農林漁業セーフティネット資金、農林漁業
施設資金

【食品産業】水産加工資金

実質的な無担保・無保証人融資
原則として、以下の取扱いとします。
●担保：融資対象物件に限る（運転資金の場合などは不要）
●保証人：個人の場合は不要、法人の場合は代表者のみ

融資限度額の引き上げ

（1） 農林漁業セーフティネット資金（資金使途：運転資金） 
残高通算で1,200万円（特に必要と認められる場合は年間経営費の12/12相当額又は粗収益の12/12相当額のいずれ
か低い額）

（2） 農林漁業施設資金（主務大臣指定施設）（資金使途：災害復旧） 
負担額又は1施設当たり1,200万円（漁船は7,000万円）のいずれか低い額

（3） 経営体育成強化資金（1「対象となる方」の（1）に限る）
≪再建整備資金（注5）≫
個人2,000万円（特認3,500万円、特定5,000万円）、法人8,000万円
≪償還円滑化資金（注6）≫
経営改善計画の5年間（特認25年間）において支払われるべき負債の各年の支払額の合計額
なお、本資金の貸付額の合計限度額は個人2億5,000万円、法人8億円

（4）漁業経営安定資金（1「対象となる方」の（1）に限る）
≪償還円滑化資金（注7）≫
対象資金に漁業近代化資金を加えるとともに、漁業経営安定計画の5年間（特認10年間）において支払われるべき負債
の各年の支払額の合計額と所定の金額から算出される額のいずれか低い額

その他 借入金の一部を資本とみなすことができる資本性ローン スーパーＬ資金

（注1） 特定の資金（スーパー L 資金、経営体育成強化資金、農林漁業セーフティネット資金〈農業者に限る〉）については、原発事故の影響により事業用資産の損害を受けた方、取
引先が原発事故の影響で事業活動の継続が困難となったことにより、売上減少や経費増加の影響を受けた方も対象となります。
1「対象となる方」以外で、原発事故による出荷制限、風評被害などを受けている農林漁業者等には、一定の要件の下で2「制度の概要」の「返済期間・据置期間の延長」及び「融
資限度額の引き上げ」の(1)「農林漁業セーフティネット資金（資金使途：運転資金）」を適用します。

（注2）東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成23年5月2日法律第40号）第2条第3項に規定する特定被災区域。
（注3）平成28年3月31日（青年等就農資金は平成28年3月10日）までに貸付決定した案件が対象。
（注4）事業内容によっては、利子助成期間が5年になる場合があります。
（注5）制度資金以外の営農資金を借り受けたために生じた負債の整理に必要な資金。
（注6）農業の制度資金の負債を整理し、支払いを円滑にするために必要な資金。
（注7）公庫資金の負債を整理し、新たな漁船などを計画的に取得する内容を含む計画を達成するための資金。

1　対象となる方（注1）

平成23年3月11日以降に発生した地震に起因する以下のいずれかの要件を満たす農林漁業者等
（原則として、特定被災区域（注2）にほ場、事業所その他の拠点を有している方に限る）
（1）本人の被災が罹災証明書などで確認できる農林漁業者等
（2） 重要な取引先（出荷先、資材調達先など）の罹災証明書などが確認でき、かつ、その取引先の被災の影響で、売上の

減少などが一定水準以上になることを確認できる農林漁業者等

２　制度の概要

農林漁業者及び食品産業事業者向け特例融資制度
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実績資料

取扱金融機関別の融資状況（平成26年度）

金額
3,669億円

うち農林中央金庫、信用農業
協同組合連合会、農業協同組
合、信用漁業協同組合連合会、
漁業協同組合 11.2%

うちその他 0.6%
うち銀行、信用金庫 4.3%

委託貸付
16.2% 593億円
公庫直接貸付 
83.8% 3,075億円

7,0677,4227,4717,574

融資残高の推移

平成22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末

（億円）

26,320 26,306 26,268 26,037

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

農業 林業 漁業 食品産業

14,321

3,467

14,594

3,311
839

14,695

3,287

14,863

3,790

632 773 818

6,983

26,429

15,295

824
3,326

地域別の融資状況（平成26年度）

北海道 697億円
（19.0％）

東海・北陸 357億円
（9.8％）

近畿 264億円
（7.2％）

中四国 328億円
（9.0％）

九州 530億円 （14.5％）

東北 
431億円

（11.7％）

関東・甲信越
1,059億円
 （28.9％）

3,669億円
金額

融資実績の推移

平成22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

（億円）

2,443

452
104

127

1,758

3,095

488

276
177

2,153

3,187

602

227
180

2,176

3,318

622

138
254

2,303

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

農業

食品産業

林業 漁業

3,669

595

173
264

2,636

返済期間別の融資状況（平成26年度）

農業
12.6年

林業
17.8年

漁業
11.8年

食品産業
13.9年

全体
13.1年

（平均期間）

20 40 60 80 100％

5～ 10年

10～ 15年

20～ 25年

30年超

15～ 20年

25～ 30年

5年以下
26.4%

8.3%

2.4%

1.8%

8.9%

88.0%

19.5% 17.5% 34.0% 16.6% 6.3%

5.5% 0.5%

10.1%

29.8% 53.3% 8.1%

39.4% 41.0%

1.5%

7.3%

21.2% 20.0% 16.2% 8.8% 7.5%

0.1%

（注）
融資金額によ
り集計してい
ます。

融資残高の業種別・資金使途別内訳（平成26年度末）

金額
2兆6,429億円 農業 57.9% 1兆5,295億円

林業 26.4% 6,983億円

漁業 3.1% 824億円

食品産業 12.6% 3,326億円

農業経営基盤強化資金（スーパーL資金） 31.2%

農業 その他資金 8.3%

漁業経営改善支援資金 1.5%
漁業 その他資金 1.6%

林業基盤整備資金・森林整備活性化資金 14.1%
林業経営安定資金 10.3%
林業 その他資金 2.0%

特定農産加工資金 4.0%

食品産業 その他資金 2.4%

中山間地域活性化資金 2.2%

食品流通改善資金 4.0%
農業基盤整備資金・担い手育成農地集積資金 8.1%
農林漁業施設資金（農業） 10.3%

●融資業務の状況
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〔定期相談窓口を設置しています〕
支店のほか、皆さまのお近くの施設で経営や資金のご利用に関する定期相談窓口を設置しています。 
農林水産事業の最寄りの支店か、事業資金相談ダイヤル0120-154505にお問い合わせください。

行 こ う よ！公 庫

 

 

 

福岡

佐賀

長崎
熊本

大分

松山
高知

高松

広島

松江 鳥取 京都

福井

金沢 富山
長野 前橋

水戸

千葉

本店・東京

横浜

新潟

福島

仙台

山形

秋田
盛岡

青森

札幌
帯広

北見

宇都宮

さいたま

岐阜

静岡

甲府

大津

奈良
津岡山 神戸

大阪

和歌山

名
古
屋徳島

宮崎

鹿児島

●農林水産事業を設置
　する支店 48

●上記以外の支店 104
   （東京都・神奈川県・大阪府に
    ついては別枠で記載）

●神奈川県：

●大阪府：大阪西・阿倍野・
十三・大阪南・
玉出・守口・
東大阪・堺・
泉佐野・吹田

横浜西口・
川崎・小田原・
厚木

●東京都：東京中央・新宿・
大森・池袋・江東・
千住・渋谷・
五反田・上野・
板橋・立川・三鷹・
八王子

22農林水産事業のご案内2015●
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この冊子は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に
定められた環境物品の基準に適合する再生紙を使用しています。 環境に配慮した植物油インキを使用しています。

内
案
ご
の
業
事
産
水
林
農

庫
公
融
金
策
政
本
日

１
０
２

5

農林水産事業のご案内
日本政策金融公庫
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